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1　はじめに

　筆者は，事業所・企業を調査客体とする各年次の「事業所・企業統計調査」 1）

および 2009 年「経済センサス―基礎調査」などの各種統計調査の結果の精

度を一連の論考 2）において考察してきた。近年の零細自営業や中小企業の

深刻な経営不振などの事情は事業所・企業を調査客体とする統計調査の実地

調査にも相当な影響を及ぼしていると考えられる。本稿では 2012 年 2 月 1

日を基準日として実施された「経済センサス―活動調査」結果のうち従業者

数を除く項目の精度を考察する 3）。なお，総務省統計局は 2009 年「経済セ

ンサス―基礎調査」および 2012 年「経済センサス―活動調査」において新

しい調査方法（後述）を一定規模以上の事業所・企業を対象に導入したこと

を理由に調査結果の時系列比較を行っていない 4）が，大部分の小規模事業

所に関する調査結果は従来の調査方式によるものであるので，本稿では必要

な限りにおいて時系列比較も行う。

　2012 年「経済センサス―活動調査」は「事業所・企業統計調査」「商業統
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計調査」「サービス業基本調査」などの事業所を調査客体とする統計調査を

継承するものと位置付けられており，通常の実施周期では実施期間が接近し

ていた「商業統計調査」（2009 年分）・「工業統計調査」（2011 年分）・「特定

サービス産業実態調査」（同）もその調査内容を「経済センサス―活動調査」

の中で把握するとして実施されなかった 5）。このうち「事業所・企業統計調

査」は，総務庁統計局とその後身である総務省統計局によって 1981 年以降

5年周期で実施されており，最後の調査は 2006 年に実施された 6）。2009 年

「経済センサス―基礎調査」は総務省統計局によって実施され，2012 年「経

済センサス―活動調査」は総務省統計局・経済産業省の共管により 7）実施

された 8）。

　2012 年「経済センサス―活動調査」の調査客体は，国・地方公共団体が

設けた事業所を除く全国のほとんどの民営事業所である 9）。実地調査は，複

数の方式（①単独事業所・新設事業所は調査員が訪問して調査票 10）を配布し，

記入された調査票を後日訪問または郵送により回収する方式，②複数の事業

所が所属する企業の本所 11）を客体として郵送・インターネット 12）により支

所用を含む調査票を配布・回収する方式）が併用された。①の方式は 2006

年までの「事業所・企業統計調査」と同一の方式であり，封入提出が認めら

れている 13）。

　また①の方式は零細な事業所を主に対象とするものであり，事業所の実数

が最も多く，経常的に実施されている統計調査を担当していない市区町村が

実地調査を担当した 14）。他方，②の方式は都道府県・総務省・経済産業省

および民間調査会社が実地調査を担当した。

　②の方式は 2009 年「経済センサス―基礎調査」において新たに導入された。

2011 年 6 月に「経済センサス―基礎調査」から得られ情報 15）に基づき企業

等の本社に「事業所等確認票」が送付され，本社と支社・支店等の改廃や移

転の状況，事業内容の変更の有無，本調査への回答方法（郵送かインターネッ

トか）などを確認した。

　①②の方式による調査票は，全業種共通のものと個別業種用のものに分か
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れている。全業種共通の調査票（両面印刷）の全項目に記入する必要がある

事業所は法人企業の本社などの全体の約 4分の 1 だけであり 16），すべての

事業所が記入しなければならない調査項目は第 1面だけに配置されている。

　2009 年「経済センサス―基礎調査」の項目には，企業が設けた事業所の

場合の資本金額以外は金銭に関連するものは含まれておらず，回答の形式も

住所・主な事業の内容・従業者数など少数の項目を除いて選択式であり，記

入作業自体は容易であったと考えられる。これに対して 2012 年「経済セン

サス―活動調査」では 2009 年「経済センサス―基礎調査」に設けられてい

た項目に加えて売上高・設備投資額などの事業所にとって外部への提供を避

けたい情報に関する項目も設けられており，2009 年「経済センサス―基礎

調査」よりも事業所・企業側の協力は得にくかったと考えられる。

　「経済センサス―活動調査」の結果は多方面による利用が予想されており，

集計結果以外にも把握された事業所・企業の名簿は標本調査方式によって実

施される他の統計調査の母集団リストとしての利用が計画されている 17）。

注

 1） 1996 年調査以降の名称。1991 年以前の調査の名称は「事業所統計調査」。
 2） 山田（2003a）・山田（2003b）・山田（2006）・山田（2008）・山田（2012）・山田（2013）。
 3） 冊子体の集計報告書は 2014 年 3 月現在発行されていないので，本稿の考察

はインターネット上で公表された集計を利用したものである。総務省統計局
（2014）

 4） 総務省統計局（2011b）。
 5） 「経済センサス―活動調査」の実施に当たって，「事業所・企業統計調査」，「サー

ビス業基本調査」，「商業統計調査（簡易調査）」および「本邦鉱業のすう勢調査」
は廃止，「工業統計調査」，「商業統計調査」および「特定サービス産業実態調査」
は，重複する調査年を休止等とすることとなった。総務省政策統括官（統計基
準担当）（2012）。

 6） 5 年周期の中間年の 1999 年と 2004 年に簡易調査が実施されている。
 7） 1981 年調査・1986 年調査・1991 年調査・1999 年調査の基準日は 7 月 1 日，

1996 年調査・2001 年調査・2006 年調査の基準日は 10 月 1 日，2004 年調査の
基準日は 6月 1日であった。
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 8） 福岡県・宮崎県・広島県・鹿児島県・大阪府・滋賀県・三重県・愛知県・埼玉
県・神奈川県・京都府・東京都において発生した事業所名簿・調査票の紛失事
件が，大阪府・愛知県・東京都・三重県において発生した調査票の詐取事件が
報道された。西日本新聞社（2012）宮崎日日新聞社（2012）中国新聞社（2012a）
中国新聞社（2012b）産経新聞社（2012）読売新聞社（2012a）朝日新聞社（2012a）
朝日新聞社（2012b）朝日新聞社（2012c）中日新聞社（2012）朝日新聞社（2012d）
京都新聞社（2012）南日本新聞社（2012）読売新聞社（2012b）読売新聞社（2012c）
日本経済新聞社（2012）読売新聞社（2012d）読売新聞社（2012e）

 9） このほか除外される事業所は，「農林漁家に属する個人経営の事業所，家事サー
ビス業及び外国公務に属する事業所」である。

 10） 民間の個別事業所用の調査票とは別の調査票が，企業の本社を対象にした調査，
インターネット経由の調査には用いられている。また，2009 年「経済センサス
―基礎調査」で把握した事項のうち，事業所の名称や所在地，開設時期，事業
の内容などの事項については，調査票にあらかじめ印字されており，その確認
と修正が対象事業所・企業に要請された。

 11） 複数の事業所を有する企業については，経済産業省が民間事業者（株式会社日
経リサーチ）に委託して調査票を郵送により配布し，郵送（紙・電子媒体），
またはインターネットで調査票を回収する方法が採用されている。経済産業省
（2011）

 12） 総務省・都道府県・市区町村による直轄調査の対象企業 15,007 社のうちインター
ネットによって回答した企業は 40％であった。「経済センサス―基礎調査」に
関する研究会（2011）

 13） 無記入・誤記入増加の要因となる。
 14） これ以降の時期に設立された企業および開設された支所は脱落している可能性

がある。なお，2009 年「経済センサス―基礎調査」において利用された企業の
商業登記などの行政情報の利用は，2012 年「経済センサス―活動調査」の実地
調査に関する規定では言及されていない。

 15） 千葉県柏市では①の方式で使用される調査票の事業所への配布期間は 1月 20
日から 31 日，回収期間は 2月 1日以降 15 日までと計画されていた。他の地域
でもほぼ同様であったと推測される。千葉県柏市（2012）ただし，この実地調
査の期間において一部の地域では大雪に見舞われた。信濃毎日新聞社（2012）

 16） 2012 年「経済センサス―活動調査」が把握した「事業内容等不詳の事業所」を
除く民営事業所約 545 万ヶ所のうち産業共通調査票の第 1面の項目だけの記入
でよい事業所（2009 年調査の時点から存続している支所である事業所）は，約
118 万ヶ所であった。

 17） 2009 年「経済センサス―基礎調査」から得られた事業所・企業名簿は，毎月勤
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労統計調査，雇用動向調査，賃金構造基本統計調査，民間非営利団体実態調査，
経済産業省企業活動基本調査，通信利用動向調査，特定サービス産業実態調査，
全国企業短期観測調査などの事業所及び企業を対象とする標本調査において母
集団リストとして利用されている。

2　事業所を客体とする統計調査の実施環境と本稿の考察方法

　2012 年「経済センサス―活動調査」の結果の立ち入った検討を行う前に

全国の事業所の最近の全般的な状況，事業所を調査客体とする統計調査のう

ち回収率が公表されているものの状況および本稿の考察方法を簡単にみてお

きたい。

　各年次の「事業所・企業統計調査」・2009 年「経済センサス―基礎調査」・

2012 年「経済センサス―活動調査」の実地調査では前回調査によって把握

された事業所の名簿が実地調査において利用されているので，前回調査時か

ら同じ場所で存続して活動している事業所が多いほど，実地調査は容易に

なったと考えられる。

　表 2－ 1は，2006 年「事業所・企業統計調査」・2009 年「経済センサス―

基礎調査」・2012 年「経済センサス―活動調査」が把握した新設・廃業の状

況（新設・廃業とも事業所の移転の場合を含む）を示したものである。

　2006 年「事業所・企業統計調査」では 5年前の調査時点以降の新設率は

事業内容等不詳の事業所を含めれば約 24％に達しており，廃業率も同じく

30％を超えていた。2009 年「経済センサス―基礎調査」でも 3年前の時点

と比べた新設率は同じく約 10％に，廃業率も同じく 17％に達していた 1）。

2012 年「経済センサス―活動調査」でも新設率は約 2年半前と比べて同じ

く 8％近くに達し，廃業率も同じく 19％を超えている。

　また，2012 年「経済センサス―基礎調査」における新設率・廃業率を業

種別にみると，「情報通信業」「教育，学習支援業」「宿泊業，飲食サービス

業」などの特定の業種において高くなっている。「法人でない団体」や「出向・
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派遣従業者のみ」の事業所においても新設率・廃業率が高かった。したがっ

て，このような業種・属性の事業所が集中している大都市の大部分では新設

率が 5％以上，廃業率が 20％以上に達しており，その中心部の地域の中には

両者ともさらに高い場合ある 2）。大都市中心部では前回調査の結果から作成

された事業所名簿の利用だけでは，事業所の完全な把握は非常に難しいとい

える。

　さて，「事業所・企業統計調査」「経済センサス―基礎調査」では対象事業

表 2－ 1　民営事業所の新設率・廃業率
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所とは別の場所に所属する企業の「本所・本社・本店」（以下では「本所」

という）が所在する場合には，企業内の「支所・支社・支店」（以下では「支

所」という）3）と位置づけられている。そのような事業所では統計調査に対

する回答のような間接業務の担当体制が「本所」と比べて整備されていない

のが通例であるので，統計調査に対応する能力は一般に低いと考えられる。

　表 2－ 2は，「事業所・企業統計調査」「経済センサス―基礎調査」および「経

済センサス―活動調査」によって把握された「支所」である事業所の実数と

比率の推移を示したものである。「支所」の比率は継続的な増加傾向にあり，

2012 年調査では全国の民営事業所の約 24％を占めていた。これは 11 年前の

調査と比べて約 5％の増加に相当する。

　また，「出向・派遣従業者のみの事業所」4）も全国で民営事業所全体の約

0.39％（約 2.1 万か所）と少数ではあるものの，その事業所を設置した企業

の従業員がまったく勤務していないので，他の事業所と比べて回答を得る際

の困難が大きいのではないかと推測される。

　このほか実地調査における事業所・企業の把握漏れの問題がある 5）。しか

し，2012 年「経済センサス―活動調査」では 2009 年「経済センサス―基礎

表 2－ 2　支所・支社・支店の比率 1）
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調査」に続いて「事業所の外観」に関する項目が設けられていないので，こ

の点についての手掛かりは多くない 6）。

　そこで，2012 年「経済センサス―活動調査」と同じく事業所を調査客体

とする接近した時期に実施された調査のうち回収率が公表されているものの

回収率（および 3年前，6年前の水準）をみてみよう（表 2－ 3）。回収率は，「①

訪問他計方式の調査」：90％前後＞「②訪問自計方式の調査」：70％前後＞「③

往復郵送を基本とする調査」：50％台の順に低くなる傾向を示している。こ

のうち②には「経済センサス―活動調査」のうち単独事業所・新設事業所を

客体とする方式が，③には「経済センサス―活動調査」のうち複数の事業所

を傘下に持つ企業の本所を客体とする方式が相当する。調査項目・調査方式

および調査客体の属性などの相違はあるものの，「経済センサス―活動調査」

の実地調査においてみられた問題と同様の状況がこれらの調査の実地調査に

も作用していると考えられる。

　このように事業所・企業を調査客体とする統計調査において事業所・企業

による協力の確保は近年非常に困難になっている。その背景には，上述の事

情のほかに調査客体である事業所・企業における統計調査への回答の際の記

入作業の負担感および情報提供に伴う被害・不利益への不安感の増大などが

作用していると考えられる。特に零細規模の事業所では，調査結果自体への

関心も一般に弱いと考えられるので，統計調査に対する協力度は総じて低い

とみてよいだろう。

　つぎに本稿において行う考察の方法に触れておきたい。一部の統計調査で

はその調査の規定に該当する客体総数に対する回収率が表 2－ 3に掲げた各

調査のように公表されており，実地調査の遂行状況の指標として利用できる。

しかし，2012 年「経済センサス―活動調査」の結果については 2014 年 3 月

現在回収率が公表されていない 7）ので，以下ではその代用として把握され

た事業所・企業・従業者の実数についての過去の時点および接近した時点の

調査結果との比較および調査項目別の「不詳」8）の発生率の検討などによっ

て分析を行う。
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2012 年「経済センサス―活動調査」の調査結果の精度について（山田）

　次節において 2012 年「経済センサス―活動調査」の集計結果の立ち入っ

た分析を行う前に，ここでは実地調査による事業所の把握状況を概観してお

きたい。図 2－ 1 は，実地調査による事業所の把握状況を模式図として示

したものである。「事業内容」などの調査項目の大部分について所定の情報

が調査票の記入内容から得られた民営事業所を図の A・Bの部分とし，この

うち事業所の形態が「外見上一般の住居と区別しにくい事業所」を同じく B

の部分とした 9）。（調査員による把握ではなく）「本所」から提供された情報

（および登記情報）を利用する 2009 年「経済センサス―基礎調査」から導入

された方法によって把握された事業所を Cとした。調査員が担当調査区内

でその存在を把握したにもかかわらず，調査票が事業所から回収できなかっ

たために事業内容など大半の調査項目が「不詳」であった事業所を同じく D

の部分とした。さらに調査員が担当調査区内でその存在さえ把握できず，所

属企業の「本所」からの情報・登記情報からも把握できなかった事業所を同

じく Xと表示した（Xに分類される事業所の一部は，把握されて Bに分類

された事業所と外観・事業内容などが類似している可能性が高いと考えら

れる）。このほかに国・地方公共団体が設けた事業所 10）（図 2－ 1では省略，

2012 年「経済センサス―活動調査」では対象外）が存在する。なお，「事業

内容等不詳」の事業所は民営の事業所にだけ発生している。

　図 2－ 1 の各部分に分類される事業所数の比率をみてみよう。把握され

た民営事業所の総数（A・B・C・D）を 100％とすると，Dの事業所数は総

数の約 5％に相当する。Cの事業所数および比率は公表されていない。調査

結果として公表されているほとんどの集計表では A・B・Cの事業所の合計

だけが表章されており，Dの事業所は事業所の実数だけに関する特定の集計

表 11）だけに含まれている。なお，A・B・Cの事業所の中には，調査票の無

記入などのために生じた「事業内容」以外の調査項目が「不詳」の場合が含

まれている。
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2012 年「経済センサス―活動調査」の調査結果の精度について（山田）

注

 1） 「事業所・企業統計調査」では，調査員が担当調査区内で新たに把握した事業
所だけを新設事業所と定義していたのに対し，2009 年「経済センサス―基礎調
査」ではこのほか登記情報などから開設時期の情報が得られた事業所をその時
期が 2006 年以前であれば（新設ではなく）存続事業所として扱っている。

 2） 次節において詳しく考察するように，大都市中心部の地域では所在事業所の絶
対数が多く，必要な調査員も多い。

 3） 各年次の「事業所・企業統計調査」・2009 年「経済センサス―基礎調査」2012 年「経
済センサス―活動調査」における「支所・支社・支店」の規定は「他の場所に
ある本所（本社・本店）の統括を受けている事業所」となっている。

 4） 「派遣・下請従業者のみの事業所」は 2001 年には約 6千か所，2004 年には約 7
千か所，2006 年には約 6千か所，2009 年には約 1.5 万か所であった。

 5） 2006 年「事業所・企業統計調査」に設けられていた登記上の会社成立の年月，
会社の合併・分割の年月関連の項目は 2012 年「経済センサス―活動調査」で
は設けられていない。

 6） 雇用保険データを利用した事業所の開業・廃業の「事業所・企業統計調査」「経
済センサス―基礎調査」との把握の相違については岡田（2013）参照。

 7） ほぼ同一の事業所を客体とする 2007 年商業統計調査では 96.4％，2008 年工業
統計調査では 94.1％であった。

 8） 「従業者総数」「経営組織」「本所・支所の別」「国内・海外別常用雇用者数」な
どの大部分の調査項目では「不詳」は集計表に設けられていない。

 9） 調査員の観察による事業所の外観の類型に関する項目は，2006 年調査まで設け
られていた。山田（2012）参照。

 10） 独立行政法人が設けた事業所は，2006 年調査以降民営事業所に含まれている。
 11） 全国集計の第 1表・第 40 表にだけ含まれている。総務省統計局（2014）

3　把握された事業所数および事業所単位の集計項目の精度の状況

　本節では，2012 年「経済センサス―活動調査」結果の精度の状況のうち

把握された事業所数および事業所単位の集計項目について考察する。

　まず事業所側の非協力などのために事業内容などが把握できなかった事業

所の状況をみてみよう。図 2－ 1 に関連して触れたように，2001 年以降に

実施された「事業所・企業統計調査」「経済センサス―基礎調査」「同－活動
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調査」では事業所から回収された調査票の記入内容が十分でない場合などは

「事業内容等が不詳である事業所」としてカウントされ，その数が公表され

ている 1）。

　表 3－ 1に「事業所・企業統計調査」「経済センサス―基礎調査」における「事

業内容等が不詳である事業所」数の推移を示した。2001 年「事業所・企業

統計調査」の約 14 万から 2009 年「経済センサス―基礎調査」の約 31 万ま

で概ね増加傾向にあったが，2012 年「経済センサス―活動調査」では 2009

年「経済センサス―活動調査」とほぼ同数であった。図 2－ 1に示したよう

に，把握された民営事業所総数に対して 5％強に相当する。

　この「事業内容等が不詳である事業所」の 2012 年「経済センサス―活動

調査」における地域別発生状況をみてみよう。表 3－ 2 には民営事業所の

総数に対する発生率が高い上位 18 都府県・政令指定都市（発生率 6％以上）

を示した。2009 年調査と比べて大半の都府県市において発生率は上昇して

おり，低下している場合もごく小幅である。

　表 3－ 3には同じく発生率が高い 31 区町村（発生率 10％以上）を示した。

都道府県別にみると大都市所在都県の発生率が高く，区町村別にみると大都

市の中心部の区に発生率が高い地域がみられる。このような傾向は，2001

表 3－ 1　調査結果に「不詳」が発生した民営事業所数
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2012 年「経済センサス―活動調査」の調査結果の精度について（山田）

年～ 2006 年の「事業所・企業統計調査」および 2009 年「経済センサス―基

礎調査」と共通である。すでにみたように大都市中心部の市区では事業所の

新設率・廃業率はともに特に高い。表 3－ 3に示した地域では約半数におい

て事業所の新設率が 7％を超えており，廃業率も 20％を超えている（全国に

ついての新設率は約 5％，廃業率は約 17％であった）。また，これらの地域

では，前回調査の時点から存続している事業所が少ないだけでなく，事業所

の絶対数が非常に多く，営業時間が夜間だけで従業者の不在時間が長い事業

所も多数立地しているので，実地調査は全般に非常に困難であったと推測さ

れる 2）3）。大都市中心部は居住者が少ないので，地区外からの大量の調査員

表 3－ 2　「事業内容等不詳」事業所の比率
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2012 年「経済センサス―活動調査」の調査結果の精度について（山田）

表 3－ 3　「事業内容等不詳」の事業所が高率の区町村

#01　山田茂　3校.indd   15 2014/06/23   9:41:52



̶  16  ̶

2012 年「経済センサス―活動調査」の調査結果の精度について（山田）

を動員しなければならないという問題もある。表 3－ 3に示した地域の約半

数では 1 km2 当たりの民営事業所数が 1,000 か所を超えている 4）。

　つぎに 2012 年「経済センサス―活動調査」において実地調査が最も困難

であったと考えられる大都市の状況を小地域に細分して検討してみてみよ

う。表 3－ 4・表 3－ 5 は，東京都および政令指定都市において把握された

事業所数（「事業内容等不詳」の事業所を除く）が 2012 年または 2009 年か

らみた 3年前と比較して 100 以上減少した町丁およびその所在区市の状況を

示したものである。区市全体の事業所数が増加または微減であっても特定の

町丁だけが大幅に減少しており，事業所数の大幅な減少は営業時間が夜間だ

けの飲食店が多数立地している特定の地域に集中していると推測される 5）。

このような大幅な減少が事業所の実際の廃業・再開発に伴う一時的な閉店・

町丁域の変更などによって生じた可能性もあるが，大部分は調査票の記入・

提出に対する事業所側の非協力のためではないかと考えられる。このことか

ら 2012 年「経済センサス―活動調査」の結果に含まれている大都市中心部

の事業所数の減少の一部は「事業内容等不詳」となった事業所の増加によっ

て生じた可能性があるといえよう。

　つぎに「事業内容」以外の項目が「不詳」であった事業所の 1991 年以降

の発生状況をみてみよう（表 3－ 6）。

　まず「事業所の開設時期」は，調査票に設けられた期間から選ぶ（直近の

数年間に開設された場合だけは年だけを，さらに前年に開設された場合は月

だけを記入する）回答形式であるので，記入自体は容易である。したがって，

「不詳」の大部分は無記入によるものと考えられる。「事業所の開設時期不詳」

の発生数は，1991 年以前の調査では数百か所であったが，1996 年調査では

1万か所を超え，2009 年「経済センサス―基礎調査」の約 8.6 万か所（民営

事業所総数の約 1.5％に相当）まで概ね増加傾向であった。2012 年「経済セ

ンサス―活動調査」ではやや減少して約 6.0 万か所（同約 1.1％に相当）と

なっ た。

　この「開設時期不詳」項目の 2012 年「経済センサス―活動調査」におけ
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表 3－ 4　事業所数が 100 以上減少した町丁と所在行政区の事業所数の変動（東京都）
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2012 年「経済センサス―活動調査」の調査結果の精度について（山田）

表3－5　事業所数が100以上減少した町丁と所在行政区の事業所数の変動（政令指定都市）

表 3－ 6　個別項目の「不詳」の推移
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る発生率を，「本所」「支所」別にみてみると，「支所」（3.7％）では「不詳」

率が「本所」（0.4％）の約 9倍の水準であり，また規模が小さい「支所」ほ

ど「不詳」率が比較的高い（「従業者 1～ 4人の支所」では 3.9％）。

　「従業者数」の項目は，男女別に人数を記入する方式であるので，「不詳」

率は非常に低いが，「支所」の場合「本所」「単独」よりも高い。

　また，各年次の調査とも企業内での地位を「支所」と回答した事業所の場

合には，調査票への「本所の名称・所在地」の記入が求められている。

　この項目の記入内容に不備があった「本所の所在地不詳の支所」は，2001

年「事業所・企業統計調査」の 94 か所から 2009 年「経済センサス―基礎調

査」の約 19.3 万か所（同 16.1％）まで概ね増加傾向にあったが，2012 年「経

済センサス―活動調査」では約 14.8 万か所（同 13.1％）とやや減少した。

表 3－ 7　「事業内容など不詳」の事業所以外における「不詳」の地域別発生状況
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　つぎに 2012 年「経済センサス―活動調査」において「事業内容等不詳」

の事業所以外の事業所について「不詳」発生率の水準をみてみよう。表 3－

7は4つの調査項目における全国および所在地域別の「不詳」の発生率である。

なお，2012 年調査では事業所の「存続・新設の別」の「不詳」に関する集

計はない。

　全国についての「不詳」率は，13.1％に達した「本所の所在地」を除く 3

項目では 5％未満の低率である。しかし，4項目とも「不詳」が大都市にお

いて全国よりも高率であり，表 3－ 3においてみたように大都市の中心地域

においてとくに高い。

　2012 年調査の実地調査では，「支所」である事業所は新設の場合だけ調査

員が訪問し，「本所」の所在地の回答が求められている。「本所」の所在地が

「不詳」であった「支所」である事業所は約 14.8 万か所に達しており，各大

都市，とくに中心部において高率となっている。産業大分類別にみると，「卸

売・小売業」（事業所数約 5.3 万か所）」・「宿泊業，飲食サービス業」（同約 2.8

万か所）・「生活関連サービス業，娯楽業」（同約 1.8 万）・「不動産・物品賃貸」（同

約 0.8 万か所）・「建設業」（同約 0.7 万か所）が多い。このうち該当事業所数

が多い産業中分類を表 3－ 8に掲げた。サービス関連を中心とする特定の業

種において「本所の所在地不詳」の事業所が非常に多いことがわかる。

表 3－ 8　「本所 1）の所在地」の不詳率が高い支所事業所 2）の業種
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　表 3－ 9は，業種別に売上高・付加価値額などの経理事項「不詳」の事業

所の比率を示したものである。宿泊業・飲食サービス業，生活関連サービス

などの特定の業種において経理事項が「不詳」の事業所が非常に多い。

注

 1） 事業所からの事業内容に関する回答内容が不十分の場合には，所属する産業大
分類は決定できても下位の分類が「格付不能」となる可能性がある。2012 年調
査において「格付不能」となった事業所の比率は，「サービス（他に分類され
ない）」において 4.2％，「金融保険」において 3.5％，「農林漁業」において 2.8％
などであった。

 2） 事業所の密度の低い地域でも東日本大震災の被災地域（宮城県女川町・福島県
川内村）・大規模商業施設の開業後間もない地域（徳島県藍住町・同県板野町）・
積雪地域（長野県白馬村など）では「不詳」率が高い場合がある。2009 年調査

表 3－ 9　売上高などを申告の事業所 1）の比率
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において「不詳」が高率だった地域の一部（横浜市都筑区：13.42％→ 9.26％，
東京都日の出町：10.86％→ 5.62％，鳥取県日吉津村：10.49％→ 6.05％）では，
2012 年調査において「不詳」率が大幅に低下した。

 3） 「事業内容等不詳の事業所」の町丁別集計は 2014 年 3 月現在公表されていない。
 4） 所在事業所の絶対数が少ない農村部の地域でも，「事業内容等不詳」の事業

所が増加している場合がみられるが，これは実地調査の直前時期に大規模な
SCが開業して大量の事業所が新設されて実地調査が難航したなどが原因であ
ろ う。

 5） 各地方自治体の保健所が把握した全国で営業中の「美容所」・「理容所」・食品
衛生施設数は，2008 年 3 月末～ 2012 年 3 月末の期間には増加または微減となっ
ているが，2009 年「経済センサス―基礎調査」・2012 年「経済センサス―活動
調査」の把握数より大幅に多い。

4　把握された企業数および企業単位の集計項目の精度の状況

　本節では，2012 年「経済センサス―活動調査」結果のうち把握された企

業数および企業単位の集計項目の精度の状況を考察する。

　まず 2012 年「経済センサス―活動調査」が把握した企業数自体を，活動

中の企業数に関する他のデータ（国税庁・財務省・民間の信用調査機関によ

る把握数）と比較してみよう。

　表 4－ 1 には資本金階級別に 2010 年度分の「国税庁による把握数」「法

人企業統計調査」と対比した。「国税庁による把握数」は 2010 年 4 月から

2011 年 3 月末までの 1年間に事業年度末を迎えた法人が提出した確定申告

書に基づく「会社標本調査」において母集団名簿として利用された企業の総

数である 1）。次年度から資本金額の集計区分が「経済センサス―活動調査」

とは対応しない方式 2）に変更されているので，2010年度分を比較に利用する。

年度内に生じた企業数の変動 3）も考慮しなければならないが，「会社標本調

査」の母集団の企業総数は，2000 年度から 2011 年度をみる限り約 258 万社

～約262万社という比較的小さな範囲でしか変動していない 4）。したがって，

2010 年度の「国税庁による把握数」は「経済センサス―活動調査」の実施
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時期である 2012 年 2 月に実際に活動していた法人数に近いとみなしてよい

のではないかと考えられる。

　2012 年「経済センサス―活動調査」の「会社企業」の把握数（約 171 万

社）は，「会社標本調査」の母集団企業数（約 258 万社）よりもかなり少ない。

前者の後者に対する比率は約 66％である。過去の「事業所・企業統計調査」

が把握した企業数の同一年次に「会社標本調査」の母集団企業総数に対する

比率をみると，「事業所・企業統計調査」による把握企業数の「国税庁によ

る把握数」に対する比率は 1996 年の約 69％から 2006 年の約 58％まで低下

傾向にあったが，2009 年「経済センサス―基礎調査」では約 69％と 1996 年

表 4－ 1　把握企業数の資本金規模別比較
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とほぼ同じ水準まで回復した。2012 年「経済センサス―活動調査」では上

記のように約 66％とやや低下している。

　両統計の把握企業数を資本金規模にみると，「会社標本調査」の母集団企

業数との差は資本金規模が小さい企業ほど毎回大きい。2012 年調査の場合，

資本金 50 億円以上の企業では「会社標本調査」の母集団企業の約 99％に相

当する数を把握しているのに対して，資本金 500 万円以下の企業では同じく

約 60％に相当する数しか把握していない 5）。

　また，2000 年以降の「国税庁による把握企業数」は，同じ範囲の企業を

対象とする財務省「法人企業統計調査」の母集団企業数 6）よりも数％少な

い水準で推移している 7）。「法人企業統計調査」の企業名簿は，財務省と内

閣府が 2004 年以降共管で実施している「法人企業景気予測調査」において

母集団名簿として利用されている。他方，「事業所・企業統計調査」から得

られた企業名簿は，「法人企業統計調査」が「金融保険業」の企業を対象と

していなかった 2007 年度以前の調査だけにしか「法人企業景気予測調査」

において「金融保険業」の母集団企業名簿として利用されていない。「法人

企業統計調査」から得られた名簿のカバレッジの方が高いと評価されている

のであろう 8）。

　つぎに両調査が把握した企業数を 2011 年度の「会社標本調査」の業種分

類に揃えて比較してみよう（表 4－ 2）。一部の業種については両調査の対

応は不完全である 9）ものの，「鉱業（「会社標本調査」の母集団企業数に対

する 2012 年「経済センサス―活動調査」の把握数の比率は約 35％）」・「金

融保険業（同約 53％）」・「不動産業（同約 64％）」などにおいて大きな差が

みられる。これらの業種は小規模企業が多いので，表 5－ 1が示す「経済セ

ンサス―活動調査」による小規模企業の把握数が少ない結果と対応している。

　さらに，個別企業の信用情報を収集している民間調査機関による接近した

時点についての把握企業数は「経済センサス―活動調査」の結果を大幅に上

回っている 10）。

　以上のような比較の結果から 2012 年「経済センサス―活動調査」が把握
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した企業は，実地調査の時点で実際に活動していた企業と比べてかなり少な

いのではないかと推測される。

　つぎに 2012 年「経済センサス―活動調査」が把握した企業について企業

単位の集計項目における「不詳」発生の状況をみてみよう。表 4－ 3は，「不

表 4－ 2　把握企業数の業種別比較

表 4－ 3　調査結果に「不詳」が発生した会社企業数
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詳率」の 2009 年「経済センサス―基礎調査」との変動の状況をみたもので

ある。「不詳率」は 5項目とも上昇している。

　つづいて 2012 年「経済センサス―活動調査」の結果における企業単位の

調査項目の属性別の状況をみてみよう。表 4－ 4は，資本金規模別に 4つの

調査項目における「不詳」率を示したものである。まず「資本金額」が「不

詳」であった企業では「従業者の男女の別」項目を除く 3項目の「不詳」率

が非常に高く，このような企業では回答に対する協力度が非常に低くかった

結果ではないかと考えられる。

　「資本金額」を回答した企業についてみると，「経理事項」「外国資本比率」

の項目では小規模企業ほど「不詳」率が高くなって，資本金 300 万円未満の

企業では「経理事項」の「不詳」は 15％を超えている。「決算月」の項目で

は資本金規模が中規模の企業において高くなっている。2008 年以降上場企

表 4－ 4　資本金規模別「不詳」発生状況
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業には四半期決算の開示が義務付けられているので，その導入を検討中の中

規模企業では「不詳」率が高くなった可能性がある。「従業者の男女別」の

項目だけは，すべての規模の企業において「不詳」率はきわめて低い。この

項目の「不詳」は，単純な記入ミスの結果と考えられる。

　また，常用雇用者数の規模別の「不詳」率（表 4－ 5）は，「従業者の男女別」

項目では規模が小さいほど低く，「経理事項」「決算月」項目では規模が小さ

いほど高い傾向となっている。小規模の企業では経理業務の従業者の絶対数

が少ないことなどが作用しているのではないかと考えられる。

　つぎに「経済センサス―活動調査」の企業単位の集計項目の「不詳率」を

業種別にみてみよう（表 4－ 6）。

　すべての企業に調査された項目のうち「経理事項」「資本金」「決算月」に

おいて 5％～ 14％の高い「不詳率」となっている。「経理事項」「資本金」の

項目では，「宿泊業，飲食サービス業」「教育，学習支援業」「電気・ガス」「生

活関連サービス業，娯楽業」などの企業において全体の「不詳率」と比べて

高くなっている。「決算月」の項目では，「教育，学習支援業」「宿泊業」「生

表 4－ 5　常用雇用者数規模別「不詳」率
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活関連サービス業，娯楽業」などの企業において全体の「不詳率」と比べて

高くなっている。

　複数事業所を持つ企業に調査された「支所数」の項目では，「教育，学習

支援業」「電気・ガス」「生活関連サービス業，娯楽業」などの企業において

表 4－ 6　業種別「不詳｣ 発生状況
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全体の「不詳率」と比べて高くなっている。全般に資本金額が小さい企業が

多い業種において「不詳率」が高くなっている。また，支所の側から調査さ

れた「本所の所在地」の項目では，「漁業」「医療，福祉」「生活関連サービ

ス業，娯楽業」などの企業において 20％以上の高い「不詳率」となっている。

注

 1） この結果は，国税庁に提出された対象事業年度分の法人税の確定申告書等に基
づいて作成されたものである。調査対象の範囲は株式会社（旧有限会社を含む）・
合名会社・合資会社・合同会社・協業組合・特定目的会社・企業組合・相互会社・
医療法人計 258 万 6,882 法人である。このうち企業組合・相互会社・医療法人
を除く法人数は，約 253.2 万社である。国税庁（2011）

 2） 資本金額の区分の境界値が，「以上」から「超」に変更された。
 3） 法務省「登記統計」によれば，2009 年～ 2012 年における年間設立登記数は株

式会社では 8万社前後，合同会社では 0.6 万社～ 1.1 万社，その他の会社では
数百社程度である。法務省（2013）また，この時期の倒産企業および休廃業・
解散企業数は，年間 4万社前後と推定される。東京商工リサーチ（2013）

 4） 「会社標本調査」の対象期間は，2006 年にそれ以前の「2月～翌年 1月」から「4
月～翌年 3月」へ変更されたが，この変更による把握された企業総数の相違は
約 400 社にすぎなかった。

 5） 国税庁（2013）によれば，2011 年度についての法人による消費税の納税申告件
数（2012 年 5 月までの申告）は，186 万 6,702 件となっている。期限までに消
費税の納税申告を行わなかった法人を含めると，2011 年度にはこれ以上の数の
法人が活動していたと考えられる。2011 暦年にはこのほかに個人事業者による
消費税の納税申告件数が 119 万 9,365 件記録されている。

 6） 「法人企業統計調査」の対象企業名簿に登録されている企業数を指す。
 7） 2012 年 3 月 31 日を基準日として実施された「経済産業省企業活動基本調査」

の対象企業数（資本金または出資金 3,000 万円以上，非正規従業員を含む従業
者 50 人以上，農林業・建設業・運輸業など一部業種除外）37,876 社は，2012
年「経済センサス―基礎調査」による同一属性の把握企業数よりもやや多い。
なお，2012 年「経済産業省企業活動基本調査」の回収率は 86.0％であった。経
済産業省（2013）

 8） 「物品賃貸業」は「会社標本調査」では，「サービス業」に含まれている。
 9） 財務省（2011）
 10） 東京商工リサーチ社は信用情報を提供できる全国の個別企業数を 2012 年 4 月

#01　山田茂　3校.indd   29 2014/06/23   9:42:01



̶  30  ̶

2012 年「経済センサス―活動調査」の調査結果の精度について（山田）

現在約 261 万社としている。東京商工リサーチ（2012）

5　むすびにかえて

　本稿の考察には，関連データの入手の制約などから一定の限界があるもの

の，次のように要約できる。2012 年「経済センサス―活動調査」の結果の

精度は，複数の事業所を傘下に持つ企業の本所から得た情報の利用などが相

当な効果をあげているものの，回答に対する協力意向の全般的な減退傾向を

受けて企業内の地位が支所である事業所・大都市に所在する事業所・零細規

模の事業所・特定業種の企業などの把握の程度・回答内容などにおいて問題

がかなり深刻化しているのではないかと考えられる。したがって，調査結果

の利用の際には以前よりも注意が必要といえよう。また，本稿では従業者数

に関する項目などの精度については立ち入って検討することができなかっ

た。これらの点については，早い機会に再度とりあげることにしたい。

【参考文献】

　以下のうちインターネット・サイトに収録されている文書は，2014 年 3 月に収録を
確認したものであり，そのうち新聞記事は日本経済新聞デジタルメディア社「日経テ
レコン 21」（記事データベース）に 2014 年 3 月に収録されていたものである。
山田　茂（2003a）「企業を調査客体とする統計調査の最近の回収状況について」国士

舘大学政経学会『政経論叢』第 125 号
山田　茂（2003b）「事業所を調査客体とする統計調査の最近の回収状況について」国

士舘大学政経学会『政経論叢』第 126 号
山田　茂（2006）「企業を調査客体とする統計調査の最近の回収率の水準について」

国士舘大学政経学会『政経論叢』第 135 号
山田　茂（2008）「2006 年『事業所・企業統計調査』の調査結果の精度について」国

士舘大学政経学会『政経論叢』第 146 号
総務省統計局（2009）「経済センサス―基礎調査に関する Q＆ A（回答）」総務省統計

局サイト（http://www.stat.go.jp/data/e-census/qa/qa-1.htm）
統計委員会（2010）「諮問第 29 号『経済構造統計の指定の変更，経済センサス―活動

調査の実施並びに工業統計調査，商業統計調査及び特定サービス産業実態調

#01　山田茂　3校.indd   30 2014/06/23   9:42:02



̶  31  ̶

2012 年「経済センサス―活動調査」の調査結果の精度について（山田）

査の変更について』」内閣府サイト（http://www5.cao.go.jp/statistics/meetings/

iinkai_39/iinkai_39.html）
総務省統計局（2011）「平成 21 年経済センサス―基礎調査」総務省統計局サイト（http://

www.stat.go.jp/data/e-census/2009/index.htm）
厚生労働省（2011）「厚生労働統計一覧」厚生労働省サイト（http://www.mhlw.go.jp/

toukei/itiran/index.html）
千葉県柏市（2011）「平成 24 年 1 月 20 日より調査員が調査票を配布します［経済セ

ンサス］」同市サイト（http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/020800/p010262.
html）

経済センサス―基礎調査に関する研究会（2011）「平成 21 年経済センサス―基礎調査
今後の主要検討課題について」総務省統計局サイト（http://www.stat.go.jp/info/

kenkyu/ecensus/pdf/1-3.pdf）
経済産業省（2011）「経済センサス―活動調査」経済産業省サイト（http://www.meti.

go.jp/statistics/tyo/census/censusgaiyo.html#menu08）
西日本新聞社（2012）「福岡県／ 56 事業所名簿　調査員が紛失　経済活動調査／北九

州・京築」『西日本新聞』2012 年 1 月 22 日付朝刊
宮崎日日新聞社（2012）「経済センサス調査票を紛失／宮崎市調査員」『宮崎日日新聞』

2012 年 1 月 22 日付朝刊
中国新聞社（2012a）「統計調査員　名簿を紛失　経済センサス」『中国新聞』2012 年

1 月 24 日付朝刊
中国新聞社（2012b）「調査票の紛失も県『経済センサス』」『中国新聞』2012 年 1 月

25 日付朝刊
産経新聞社（2012）「経済活動調査で府内 4市　書類の紛失相次ぐ」『産経新聞』2012

年 1 月 31 日付朝刊
読売新聞社（2012a）「調査票 1枚紛失＝埼玉」『東京読売新聞』2012 年 2 月 4 日付朝

刊
朝日新聞社（2012a）「経済調査票 1枚を紛失　鎌倉市と県／神奈川県」『朝日新聞』

2012 年 2 月 7 日付朝刊
朝日新聞社（2012b）「調査員装い？『経済センサス』回収　門真・寝屋川で／大阪府」

『朝日新聞』2012 年 2 月 11 日付朝刊
朝日新聞社（2012c）「経済センサスの調査票を紛失　京丹後／京都府」『朝日新聞』

2012 年 2 月 12 日付朝刊
中日新聞社（2012）「国の経済統計調査員ニセモノにご注意を　豊橋で調査票持ち去る」

『中日新聞』2012 年 2 月 14 日付朝刊
朝日新聞社（2012d）「経済センサスの活動調査票，詐取された疑い　松阪市／三重県」

『朝日新聞』2012 年 2 月 16 日付朝刊

#01　山田茂　3校.indd   31 2014/06/23   9:42:02



̶  32  ̶

2012 年「経済センサス―活動調査」の調査結果の精度について（山田）

京都新聞社（2012）「中京 5 社の調査票紛失　経済センサスで京都市」『京都新聞』
2012 年 2 月 17 日付朝刊

南日本新聞社（2012）「経済センサス調査票を紛失／鹿児島市 1事業所分」『南日本新聞』
2012 年 2 月 18 日付朝刊

読売新聞社（2012b）「ニセ統計調査員　調査票持ち去り　中野の事業所＝東京」『東
京読売新聞』2012 年 2 月 21 日付朝刊

読売新聞社（2012c）「中央区が調査票紛失＝東京」『東京読売新聞』2012 年 2 月 22 日
付朝刊

日本経済新聞社（2012）「愛知県の調査員，調査票を紛失，『経済センサス』で。」『日
本経済新聞』2012 年 2 月 28 日付名古屋夕刊

読売新聞社（2012d）「事業所の調査票を調査員が紛失　高島市／滋賀県」『大阪読売
新聞』2012 年 3 月 1 日付朝刊

読売新聞社（2012e）「経済センサス調査票を紛失＝東京」『東京読売新聞』2012 年 3
月 9 日付朝刊

信濃毎日新聞社（2012）「白馬村と小谷村が残雪対策本部を設置」『信濃毎日新聞』
2012 年 3 月 29 日付朝刊

東京商工リサーチ（2012）「全国 261 万社の商号調査」同社サイト（http://www.tsr-

net.co.jp/news/analysis_before/2012/1219128_2004.html）
山田　茂（2012）「2009 年『経済センサス―基礎調査』の調査結果の精度について」

国士舘大学政経学会『政経論叢』第 159 号
経済センサス―基礎調査に関する研究会（2012）「経済センサス―基礎調査に関す

る研究会報告（案）」総務省統計局サイト（http://www.stat.go.jp/info/kenkyu/

ecensus/pdf/2-s3.pdf）
山田　茂（2013）「企業を調査客体とする統計調査の回収率の最近の動向について」

国士舘大学政経学会『政経論叢』第 164 号
岡田　悟（2013）「我が国における起業活動の現状と政策対応」国立国会図書館『レファ

レンス』平成 25 年 1 月号　国立国会図書館サイト（http://dl.ndl.go.jp/view/

download/digidepo_6019126_po_074403.pdf）
財務総合政策研究所（2013）「法人企業統計年報特集（平成 24 年度）」『財政金融統計

月報』第 738 号
国税庁（2013）「会社標本調査結果」国税庁サイト（http://www.nta.go.jp/kohyo/tokei/

kokuzeicho/tokei.htm）
総務省政策統括官（統計基準担当）（2013）「基幹統計の承認」『統計法令に基づく統

計調査の承認及び届出の状況』平成 23 年 12 月　総務省統計局サイト（http://

www.stat.go.jp/index/seido/siteigp/pdf/st1112.pdf）
人事院（2013）「民間給与の実態（平成 23 年職種別民間給与実態調査の結果）」人事

#01　山田茂　3校.indd   32 2014/06/23   9:42:02



̶  33  ̶

2012 年「経済センサス―活動調査」の調査結果の精度について（山田）

院サイト（http://www.jinji.go.jp/kankoku/minkan/min_index.htm）
経済産業省（2013）「工業統計調査平成 20 年確報　産業編」経済産業省サイト（http://

www.meti.go.jp/statistics/tyo/kougyo/result-2/h20/kakuho/sangyo/）
経済産業省（2013）「平成 19 年商業統計調査について」経済産業省サイト（http://

www.meti.go.jp/statistics/tyo/syougyo/result-1/19chosa.html）
経済産業省（2013）「平成 25 年企業活動基本調査」経済産業省サイト（http://www.

meti.go.jp/statistics/tyo/kikatu/result-2/h25sokuho/pdf/25sokuhouchu.pdf）
法務省（2013）「【登記統計　統計表】」法務省サイト（http://www.moj.go.jp/housei/

toukei/toukei_ichiran_touki.html）
東京商工リサーチ（2013）「2012 年『休廃業・解散企業動向』調査～過去 10 年間で最

多の 2万 7,132 件年間倒産の 2.2 倍～」東京商工リサーチサイト（http://www.

tsr-net.co.jp/news/analysis/20130208_02.html）
総務省統計局（2014）「平成 24 年経済センサス―活動調査」総務省統計局サイト（http://

www.stat.go.jp/data/e-census/2012/index.htm）

#01　山田茂　3校.indd   33 2014/06/23   9:42:03


